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通
常
総
会
に
先
立
ち
開
か
れ
た
記
念
講

演
会
で
は
、
元
日
経
Ｃ
Ｎ
Ｂ
Ｃ
解
説
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
で
中
小
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業
診
断
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
川
靖
志
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
「
日
本
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

済
と
経
済
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

策
」と
題
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
小
企
業
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
に
向
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ポ
イ
ン
ト
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

解
説
し
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
。

　

総
会
終
了

後
の
会
員
懇

談
会
で
は
、

室
井
照
平
会

津
若
松
市
長

か
ら
祝
辞
を

い
た
だ
き
、

荒
明
保
弘
会

津
若
松
税
務

署
法
人
課
税

第
二
部
門
統

括
官
の
発
声

で
乾
杯
し
、

親
睦
を
深
め

ま
し
た
。

　

会
津
若
松
法
人
会
の
第
12
回
通
常
総
会

が
６
月
13
日
、
会
津
若
松
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ

テ
ル
で
開
か
れ
、
来
賓
・
会
員
併
せ
て
約

80
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

遠
藤
久
会
長
が
挨
拶
、
ご
来
賓
か
ら
祝

辞
を
い
た
だ
い
た
あ
と
議
事
に
入
り
、
全

て
の
議
案
が
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し

た
。（
関
連
記
事
２
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

　

決
議
事
項
第
二
号
議
案
で
は
会
活
動
の

更
な
る
充
実
を
図
る
た
め
理
事
の
増
員
が

行
わ
れ
、
新
た
に
相
馬
寛
司
氏
（
会
津
ガ

ス
）、
室
井
英
樹
氏
（
ト
コ
ム
）、
坂
田
敦

志
氏（
福
島
情
報
機
器
）、渡
部
裕
一
氏（
渡

部
電
気
工
業
）
が
選
任
さ
れ
、
監
事
の
辞

任
に
よ
る
補
充
で
は
菊
地
武
氏
（
会
津
商

工
信
用
組
合
）
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
総
会
席
上
に
お
い
て
会
津
若
松
法

人
会
表
彰
規
程
に
基
づ
き
感
謝
状
表
彰
を

執
り
行
い
ま
し
た
。
受
賞
者
は
次
の
通
り

で
す
。

▽
感
謝
状
表
彰

【
会
員
増
強
】

　

遠
藤　

久
様

　
　
　
　
　
（
遠
藤
総
合
経
営
セ
ン
タ
ー
）

【
福
利
厚
生
制
度
推
進
】

　

大
関
喜
八
郎
様
（
大
同
生
命
保
険
）

　

後
藤　

将
成
様
（
大
同
生
命
保
険
）

　

五
十
嵐
直
美
様
（
大
同
生
命
保
険
）

第12回通常総会・記念講演会第12回通常総会・記念講演会

五十嵐直美 様 後藤将成 様 大関喜八郎 様 遠藤久 様

通　

常　

総　

会

記  

念  

講  

演  

会

会  

員  

懇  

談  

会



法人ニュース会津 (2)

《
基
本
方
針
》

１
．
経
営
者
の
団
体
で
あ
る
法
人
会
は
税

　

の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
企

　

業
の
発
展
を
支
援
し
、
地
域
の
振
興
に

　

寄
与
し
、
国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す

　

る
。

２
．
健
全
な
納
税
者
団
体
と
し
て
、
事
業

　

の
公
益
性
と
社
会
貢
献
度
を
高
め
る
と

　

と
も
に
、
会
員
増
強
運
動
を
推
進
し
、

　

組
織
の
強
化
拡
大
を
図
る
。

３
．税
務
当
局
と
の
連
絡
協
調
を
は
か
り
、

　

納
税
者
と
税
務
当
局
の
相
互
理
解
の
醸

　

成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
税
務
行
政
の

　

円
滑
な
運
営
に
寄
与
す
る
た
め
の
事
業

　

を
行
う
。

４
．
租
税
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、

　

適
正
公
平
な
税
制
の
確
立
と
租
税
負
担

　

の
軽
減
を
図
る
た
め
の
提
言
活
動
を
行

　

う
。

５
．
会
員
企
業
及
び
地
域
社
会
の
発
展
の

　

た
め
、
講
演
会
及
び
研
修
会
等
を
積
極

　

的
に
実
施
し
、
且
つ
各
種
情
報
の
迅
速

　

な
提
供
に
努
め
る
。　

《
事
業
活
動
》

１
．
税
知
識
の
普
及
と
納
税
意
識
の
高
揚

　
並
び
に
税
の
提
言
に
関
す
る
事
業

●
税
知
識
の
普
及
を
目
的
と
す
る
事
業

●
納
税
意
識
の
高
揚
を
目
的
と
す
る
事
業

●
税
制
及
び
税
務
に
関
す
る
調
査
研
究
並

　

び
に
提
言
に
関
す
る
事
業

２
．
地
域
企
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る

　
事
業

３
．
地
域
社
会
へ
の
貢
献
を
目
的
と
す
る

　
事
業

４
．
会
員
の
福
利
厚
生
等
並
び
に
交
流
に

　
資
す
る
た
め
の
事
業

５
．
諸
会
議
の
開
催
及
び
出
席（
そ
の
他
）

６
．
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
の
た
め
に

　
必
要
な
事
業

令
和
６
年
度
事
業
計
画

総
会
の
詳
し
い
議
案
は
会
津
若
松
法
人

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
情
報
公
開
」
か
ら

ご
覧
に
な
れ
ま
す

令和５年度 決算額 （正味財産増減計算書） （単位：円）

＜収益＞ ＜費用＞

＜収益＞ ＜費用＞

受取会費
13,569,400
54.5%

受取会費
13,569,400
54.5%

事業収益
2,474,279
9.9%

事業収益
2,474,279
9.9%

受取補助金等
7,429,000
29.9%

受取補助金等
7,429,000
29.9%

受取負担金
669,000
2.7%

受取負担金
669,000
2.7%

雑収益
742,261
3.0%

雑収益
742,261
3.0%

令和６年度 予算額 （正味財産増減計算書） （単位：円）

合　計
24,883,940

公益事業
13,076,829
55.6% 

公益事業
13,076,829
55.6% 

収益事業等
6,467,727
27.5%

収益事業等
6,467,727
27.5%

管理費
3,984,628
16.9%

管理費
3,984,628
16.9%

合　計
23,529,184

受取会費
14,000,000
54.1%

受取会費
14,000,000
54.1%

事業収益
3,575,000
13.8%

事業収益
3,575,000
13.8%

受取補助金等
7,413,800
28.6%

受取補助金等
7,413,800
28.6%

受取負担金
750,000
2.9%

受取負担金
750,000
2.9%

雑収益
140,000
0.5%

雑収益
140,000
0.5%

合　計
25,878,800

公益事業
14,142,789
59.4%

公益事業
14,142,789
59.4%

収益事業等
6,276,809
26.3%

収益事業等
6,276,809
26.3%

管理費
3,406,822
14.3％

管理費
3,406,822
14.3％

合　計
23,826,420
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福
島
県
法
人
会
連
合
会
の
第
11
回
通
常

総
会
が
６
月
25
日
、
福
島
市
の
ウ
ェ
デ
ィ

ン
グ
エ
ル
テ
ィ
に
お
い
て
開
か
れ
、
当
会

か
ら
出
席
し
た
役
員
が
表
彰
状
を
授
与
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
会
津
若
松
法
人
会
が
会
員
増
強

優
秀
会
「
銀
賞
」、
福
利
厚
生
制
度
推
進

表
彰
「
新
契
約
保
障
金
額
の
部
」「
大
型
新

規
企
業
の
部
」
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
受

賞
し
、
会
を
代
表
し
て
遠
藤
久
会
長
が
表

彰
状
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　

当
会
か
ら
の
各
賞
の
受
賞
者
は
次
の
通

り
で
す
。

【
全
国
法
人
会
総
連
合
功
労
者
表
彰
】

•
県
法
連
役
員
表
彰

　

遠
藤
久
様（
遠
藤
総
合
経
営
セ
ン
タ
ー
）

•
単
位
会
役
員
表
彰

　

四
家
邦
博
様
（
会
津
自
動
車
工
業
）

【
東
北
六
県
法
人
会
連
合
会
功
労
者
表
彰
】

•
単
位
会
役
員
表
彰

　

横
山
正
弘
様
（
高
田
燃
料
）

•
会
員
増
強
表
彰

　

遠
藤
久
様（
遠
藤
総
合
経
営
セ
ン
タ
ー
）

【
福
島
県
法
人
会
連
合
会
功
労
者
表
彰
】

•
県
法
連
役
員
表
彰

　

竹
田
秀
様
（
竹
田
健
康
財
団
）

　

遠
藤
久
様（
遠
藤
総
合
経
営
セ
ン
タ
ー
）

•
会
員
増
強
表
彰

　

遠
藤
久
様（
遠
藤
総
合
経
営
セ
ン
タ
ー
）

•
福
利
厚
生
制
度
推
進
表
彰

　

弓
田
八
平
様
（
弓
田
建
設
）

　

渡
部
英
一
様
（
み
な
と
や
）

【
青
年
部
会
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
年
部
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
呼
称
・
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
会
）
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

６
月
28
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゑ
び
す
亭
に

お
い
て
報
告
会
を
開
催
し
、
任
期
満
了
に

伴
う
役
員
改
選
で
新
代
表
世
話
人
に
坂
田

敦
志
さ
ん
（
福
島
情
報
機
器
）
を
選
任
し

ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
事
業
計
画
で
は
「
共
に
歩

む
、
未
来
へ
の
誇
り
～
法
和
会
を
活
か
し

き
る
！
～
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
租
税
教
室

開
催
や
新
規
会
員
の
加
入
促
進
な
ど
を
決

め
ま
し
た
。

　

代
表
世
話
人
以
外
の
役
員
は
次
の
通
り

で
す
。（
敬
称
略
）

▽
副
代
表
世
話
人　

　

畑
英
治
（
会
津
ヤ
ク
ル
ト
販
売
）

▽
世
話
人　

　

内
川
将
克
（
内
川
水
道
工
業
）、
矢
沢

拓
哉
（
清
扶
会
）、
小
野
博
司
（
小
野
屋

造
花
店
）、
佐
藤
暁
生
（
日
本
精
測
）、
渡

部
和
則
（
米
夢
の
郷
）、
大
田
和
宗
（
パ

ル
ネ
ッ
ト
福
島
）、
伊
藤
正
治
（
マ
ル
イ

塗
装
）

【
経
理
研
究
部
会
】

　

６
月
28
日
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
パ
レ
ス
に

お
い
て
経
理
研
究
部
会
の
報
告
会
が
開
か

れ
、
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選
で
は
小

柴
繁
徳
さ
ん
（
小
柴
社
会
保
険
労
務
士
事

務
所
）
を
再
選
し
ま
し
た
。

　

事
業
計
画
で
は
各
種
研
修
会
や
ボ
ウ
リ

ン
グ
大
会
な
ど
の
親
睦
事
業
を
決
定
し
、

終
了
後
は
懇
親
会
を
開
き
交
流
を
深
め
ま

し
た
。

【
女
性
部
会
】

　

６
月
18
日
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
中
の
島
に

て
報
告
会
を
開
き
、
県
女
性
部
会
連
絡
協

議
会
会
員
研
修
会
「
南
会
津
大
会
」
参
加

な
ど
の
事
業
計
画
を
承
認
し
ま
し
た
。

　

懇
親
会
で
は
賞
品
が
当
た
る
ジ
ャ
ン
ケ

ン
大
会
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

部
会
報
告
会
特
集

坂田敦志さん

上から青年部会、経理研究部会、女性部の報告会の様子

四家邦博 様 竹田　秀 様 遠藤　久 様

県
法
連
総
会
席
上
で

県
法
連
総
会
席
上
で

　
表
彰
さ
れ
ま
し
た
！

　
表
彰
さ
れ
ま
し
た
！
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定
額
減
税
制
度
に
関
し
て
は
、
給
与
の

源
泉
徴
収
に
関
す
る
一
般
的
な
御
質
問
や

御
相
談
を
受
け
付
け
る
、
給
与
支
払
者
向

け
所
得
税
定
額
減
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
と
い
い
ま

す
。）
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。

　
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
ま
し
て
、
こ

の
度
、
令
和
６
年
６
月
６
日
よ
り
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
設
置

期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

TEL
０
１
２
０
‐
７
４
１
‐
２
３
７

　
　
　
　
　
　
　
　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

TEL
０
５
７
０
‐
０
２
‐
４
５
６
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

TEL
0
3
‐
6
6
2
6
‐
2
0
6
7　
　

　
　
　
　

９
時
～
17
時（
土
日
祝
日
除
く
）

　

設
置
期
間　

令
和
６
年
３
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　

～
令
和
６
年
８
月
末
日

【
新　
任
】　　
　
　

  （　

）
は
前
勤
務
地

署　
　

長

　

佐　

伯　
　
　

保　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
税
庁
札
幌
派
遣
）

総
務
課
長

　

森　
　
　

俊　

和　
　
（
白
河
税
務
署
）

総
務
課
長
補
佐

　

柴　

田　
　
　

拓（
会
津
若
松
税
務
署
）

管
理
運
営
部
門
統
括
官

　

酒　

井　

和　

明　
　
（
米
沢
税
務
署
）

管
理
運
営
部
門
総
括
上
席

　

鈴　

木　

基　

弘　
　
（
仙
台
国
税
局
）

個
人
課
税
第
一
部
門
統
括
官

　

中　

條　
　
　

淳　
　
（
古
川
税
務
署
）

個
人
課
税
第
二
部
門
統
括
官

　

田　

中　

義　

孝　
　
（
郡
山
税
務
署
）

法
人
課
税
第
一
部
門
統
括
官

　

佐　

藤　

良　

晃　
　
（
仙
台
国
税
局
）

法
人
課
税
第
一
部
門
総
括
上
席

　

細　

谷　

裕　

治　
　
（
仙
台
国
税
局
）

法
人
課
税
第
二
部
門
統
括
官

　

柴　

崎　

義　

幸（
会
津
若
松
税
務
署
）

酒
類
指
導
官

　

浦　

山　

智　

広　
　
（
古
川
税
務
署
）

【
転　
任
】　　
　
　

  （　

）
は
新
勤
務
地

署　
　

長

　

板　

垣　

直　

人　
　
（
郡
山
税
務
署
）

総
務
課
長

　

小　

原　

俊　

文　
　
（
仙
台
国
税
局
）

総
務
課
長
補
佐

　

久　

保　
　
　

敦　
　
（
郡
山
税
務
署
）

管
理
運
営
部
門
統
括
官

　

佐　

藤　

勝　

巳　
　
（
福
島
税
務
署
）

個
人
課
税
第
一
部
門
統
括
官

　

昆　
　
　

正　

秋　
（
仙
台
中
税
務
署
）

個
人
課
税
第
二
部
門
統
括
官

　

高　

橋　

利　

一　
　
（
相
馬
税
務
署
）

法
人
課
税
第
一
部
門
統
括
官

　

佐　

藤　

栄　

一　
（
仙
台
北
税
務
署
）

法
人
課
税
第
二
部
門
統
括
官

　

荒　

明　

保　

弘　
（
須
賀
川
税
務
署
）

酒
類
指
導
官

　

長　

澤　

謙　

一　
　
（
仙
台
国
税
局
）

　
令
和
六
年
七
月
十
日
付
で
、
国
税
庁
、
仙
台
国
税
局
の
人
事
異
動
が
発
令
さ
れ
ま

し
た
。

　
当
署
に
お
け
る
主
な
異
動
は
次
の
と
お
り
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
敬
称
略
）

会
津
若
松
税
務
署
人
事
異
動

会
津
若
松
税
務
署
人
事
異
動

会
津
若
松
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

会
津
若
松
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
給
与
支
払
者
向
け
所
得

「
給
与
支
払
者
向
け
所
得

税
定
額
減
税
コ
ー
ル
セ

税
定
額
減
税
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
」
の
お
知
ら
せ

ン
タ
ー
」
の
お
知
ら
せ

年末調整説明会のお知らせ年末調整説明会のお知らせ（（予告予告））

～詳しくは追ってご案内申し上げますので、ご予定おきください～
（公社）会津若松法人会　電話 0242－ 22－ 5821

日時　11 月 13 日（水）／ 14 日（木）　いずれも午後１時 30 分より
場所　アピオスペース（会津若松市インター西 90　TEL 0242-37-2801）
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～困ったときは、お近くの税理士に相談しましょう～
《問合せ先》東北税理士会会津若松支部・支部長　𠮷原  裕二（℡0242-62-3129）

日本税理士会連合会ホームページ「やさしい税金教室（令和５年度版）」より抜粋

やさしい税金教室Q&A【くらしの税金】やさしい税金教室Q&A【くらしの税金】
〜贈与の税金〜

　教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度があります。
　平成25年4月１日から令和８年３月31日までの間に、30歳未満の子や孫（前年の合計所得金額が
1,000万円以下の人）が、父母・祖父母から教育資金の贈与を受けた場合には、1,500万円（学校等以外
に支払う金額は500万円が限度）までが非課税となります。ただし、取次金融機関で、一定の手続きが必
要です。
　なお、子や孫が30歳（注）に達した時に残額がある場合には、その金額に贈与税（一般税率を適用）が
かかります。
　また、贈与者が亡くなった時に残額がある場合には、その残額は贈与者の相続財産になります。その
際、受贈者が孫等である場合には、贈与者の死亡の時の残高にかかる相続税額については、２割加算と
なります。
　（注）在学中など一定の要件のもと、最長40歳まで延長することができます。

Ｑ
　孫が生まれました。教育資金を贈与したいのですが、贈与税がかからない
贈与の方法はありますか。

◆ 孫に贈与したら？

　贈与税がかかります。
　生命保険金の受取人には、契約内容により異なる税金がかかります。
　贈与税の対象になるのは、保険料支払人と受取人が異なる場合で、受け取った金額が基礎控除額の
110万円を超えるときには贈与税がかかります。

Ｑ
　母が亡くなり、私が生命保険を受け取りました。保険料を支払っていたの
は父ですが、このような場合、税金はかかりますか。

◆ 生命保険金を受け取ったら？

　離婚して、慰謝料や財産を受け取った場合（財産分与）には、通常、贈与税はかかりません。しかし、金
銭でなく土地や建物などの不動産で受け取った場合には、不動産を受け取った人には贈与税はかかりま
せんが、渡した人には不動産の譲渡があったものとして所得税と住民税がかかる場合があります。

　離婚を考えています。夫婦の財産はマイホームと預金です。財産分与して
もらおうと思いますが、贈与税はかかりますか。

◆ 離婚で財産分与を受けたら？
Ｑ

死
亡
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
人
が

保
険
料
を
支
払
っ
て
い
た
か

満
期
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
人
が

保
険
料
を
支
払
っ
て
い
た
か

１ ２
死亡した人が
保険料を
支払って
いたか

年金形式か 年金形式か

贈与税

相続税

所得税
（雑所得）

所得税
（一時所得）

いいえ いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

詳しくは税理士にご相談ください。



法人ニュース会津 (6)

決算説明会 ㊧4/12（アピオスペース）、㊨5/14（法人会会議室）

4/19猪苗代支部・第10回土津神社クリーンアップ事業

5/16税務対応のポイントセミナー（アピオスペース） 4/23総務委員会（法人会会議室）

5/20第１回理事会（ルネッサンス中の島） 5/8税制委員会（法人会会議室）

4/27東山院内御廟清掃

カ
メ
ラ

レ
ポ
ー
ト
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支部報告会

租税教室
6/19 西部支部（栄光舘）

6/14 小金井小（児童数 93名）5/10日新小（児童数64名） 5/24行仁小（児童数38名）

6/17 会津坂下支部（坂下給食センター）6/10 猪苗代支部（みなとや）

7/5 美里支部（宮廼）
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令和７年度税制改正に関するアンケート調査結果報告
　（公財）全国法人会総連合では、令和７年度税制改正に関する提言事項の策定にあたり、皆様の意向を把握するため
の重要参考資料としてアンケート調査を実施いたしました。
　お忙しい中、アンケートにご協力いただきました会員の皆様に厚く御礼申し上げます。
　アンケート調査の結果を次の通りご報告いたします。

会津若松−会津若松法人会会員集計　福島県連−県内の法人会会員集計　全法連−全国の法人会会員集計

問１　中小企業向け税制
　令和７年度税制改正を検討するにあたり、中小企業向けの税制（法
人税関係）で特に重視すべき点について、以下より３つ以内で選
んで下さい。

①　法人税の軽減税率の特例（１５％）の本則化等
②　設備投資・研究開発を促進する税制の拡充
③　雇用拡大・賃金引上げを促進する税制の拡充
④　役員給与の損金算入の拡充
⑤　交際費課税の損金算入枠の拡大
⑥　欠損金の繰戻還付制度の拡充
⑦　その他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

会津若松

福島県連

全法連

51.9%51.9%

39.1%39.1%

42.1%42.1%

70.4%70.4%

62.1%62.1%

64.4%64.4%

24.1%24.1% 24.1%24.1%

28.0%28.0%

31.7%31.7% 26.0%26.0% 20.3%20.3%

20.5%20.5% 22.6%22.6%

70.4%70.4%

67.4%67.4%

70.6%70.6%

9.3%9.3%
0.0%0.0%

3.1%3.1%

2.7%2.7%

問２　消費税／インボイス制度①
　課税事業者の方（現在は免税事業者ではあるが、課税事業者と
なる予定の方も含む）にお聞きします。インボイス制度が導入さ
れたことにより、具体的にどのような負担が増えたのか、以下よ
り３つ以内で選んで下さい（免税事業者の方は、空欄のままで結
構です）。

①　取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認作業
②　受領した請求書等がインボイスの要件を満たしているかの確
　　認作業
③　インボイスの要件を満たしていない請求書等を受領した際の
　　対応
④　会計帳簿の記入や会計ソフトの操作
⑤　従業員への社内教育・研修
⑥　事務負担の増加による人件費の負担増
⑦　インボイス処理に伴う設備等への負担増
⑧　特に問題なく対応できている
⑨　その他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

全法連

福島県連

会津若松 51.9%51.9% 57.4%57.4% 57.4%57.4% 31.5%31.5% 13.0%13.0%

5.6%5.6% 11.1%11.1%

3.7%3.7%
7.5%7.5% 11.2%11.2%

1.9%1.9%

2.7%2.7%

2.5%2.5%

53.6%53.6% 49.1%49.1% 47.3%47.3% 34.0%34.0% 14.4%14.4% 13.8%13.8%

54.4%54.4% 51.5%51.5% 49.2%49.2% 32.2%32.2% 16.7%16.7%
11.5%11.5% 11.7%11.7%

10.9%10.9%

問３　消費税／インボイス制度②
　課税事業者の方（現在は免税事業者ではあるが、課税事業者と
なる予定の方も含む）にお聞きします。今後の免税事業者との取
引についてお考えをお聞かせください（免税事業者の方は、空欄
のままで結構です）。

①　これまでと変わりなく取引を行う
②　課税事業者にならなければ取引は難しい
③　６年間の経過措置等が終了するまでは取引を行うが、その後
　　については検討していない
④　取引をするかしないかについて検討していない
⑤　その他

① ② ③ ④ ⑤

全法連

福島県連

会津若松 51.9%51.9% 7.4%7.4% 22.2%22.2% 13.0%13.0% 1.9%1.9%

48.5%48.5% 11.2%11.2% 24.6%24.6% 7.8%7.8% 2.0%2.0%

49.1%49.1% 13.1%13.1% 27.7%27.7% 7.6%7.6% 2.5%2.5%

問４　事業承継／後継者の決定状況
　あなたの会社を事業承継するに当たって、現時点での後継者の
決定状況等についてお聞かせください。

①　子や子以外の親族に事業承継する（後継者本人も承諾している）
②　親族外に事業承継する（後継者本人も承諾している）
③　後継者は決まっていない（後継者候補に意思を確認していな
　　いを含む）
④　事業を売却する
⑤　事業承継はせず廃業する
⑥　当面、事業承継を行う予定はない
⑦　その他

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

全法連

福島県連

会津若松

32.4%32.4% 4.5%4.5%
1.9%1.9%
4.0%4.0%27.1%27.1% 22.0%22.0%

26.7%26.7% 28.9%28.9% 22.5%22.5% 8.1%8.1%

8.1%8.1%

5.4%5.4% 4.8%4.8%
2.1%2.1%

40.7%40.7% 7.4%7.4% 5.6%5.6% 1.9%1.9%13.6%13.6%27.8%27.8%

0.0%0.0%

問５　事業承継／事業承継税制
　政府は、事業承継を促進するための税制支援策を講じています。
これまでの改正を踏まえて、事業承継税制について特に重視すべ
き点を２つ以内で選んで下さい。

①　これまでの改正で十分であり、当面は利用状況等を注視する
②　相続時精算課税制度など生前贈与制度の更なる拡充を求める
③　納税猶予制度の特例措置の更なる拡充・延長を求める
④　事業用資産を他の一般資産と切り離し、事業用資産への課税
　　を軽減あるいは免除する制度の創設を求める
⑤　その他

① ② ③ ④ ⑤

全法連

福島県連

会津若松 14.8%14.8% 51.9%51.9% 27.8%27.8% 48.1%48.1% 7.4%7.4%

8.4%8.4%

13.1%13.1% 47.4%47.4% 30.1%30.1% 50.2%50.2% 10.0%10.0%

12.1%12.1% 49.3%49.3% 30.5%30.5% 51.1%51.1%

＜参考＞インボイス制度実施後６年間は、①免税事業者からの仕入れについて、仕
入税額相当額の一定割合を控除可能とする（令和５年１０月からの３年は８０％、
令和８年１０月からの３年は５０％の控除が可能）経過措置や、②基準期間におけ
る課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が５，０００万円以下で
ある事業者が行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が１万
円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控
除を認める負担軽減措置が設けられています。

問６　税と社会保障
　パート等が就労調整を行う要因の一つとして、社会保険や税制
上の扶養に影響する「年収の壁」があると言われています。さらに、
最低賃金の引き上げにより、扶養の範囲内で働くには就労可能時
間が今までより少なくなってしまうことから、人手不足で悩む中
小企業にとっては深刻な問題となっています。あなたの会社にお
いてパート等の就業調整による影響について、お聞かせください。

①　就業調整によって人員が確保できず困っている
②　就業調整による影響はあるが、何とか対応している
③　就業調整による影響はほとんどない
④　わからない
⑤　その他

① ② ③ ④ ⑤

全法連

福島県連

会津若松 9.3%9.3% 22.2%22.2% 50.0%50.0% 3.7%3.7% 13.0%13.0%

12.5%12.5% 21.5%21.5% 39.6%39.6% 8.0%8.0% 17.0%17.0%

18.7%18.7% 28.6%28.6% 33.6%33.6% 7.4%7.4% 11.7%11.7%
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本　　社　福島県会津若松市インター西56番地の4
〠965-0059　電　話（0242）24-4040㈹

ＦＡＸ（0242）37-2862　

税理士法人キロル

代表社員 /税理士

鈴 木  義 文
SUZUK I  Yosh i fumi

税理士法人キロル
齋藤事務所

社員 /税理士

齋 藤  章 一
SAITO  Sho i ch i

〒969-6533
福島県河沼郡会津坂下町字台ノ下７５１-４
電話（０２４２）８５-６３７８ FAX（０２４２）８５-６３７９
携帯０９０-４５５９-６２６８

民間車検場
自治労、教職員共済、全労済　指定工場

㈲五十嵐自動車整備工場

代表取締役 五十嵐 正 義

福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字ドウフケ33-1

ＴＥＬ　０２４２－６２－３３２５
自 宅 　６２－２３２５

ＦＡＸ　０２４２－６２－３０４５

福島県知事（17）第50043号
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http://www.nzr.co.jp

トーホクサービス㈱　㈱トーホク
いずみ自動車工業㈱　㈱OFFICE TASAKI
L&Bトーホクビル　　e—uni

相談役

URL:https://www.makotoseiki.co.jp
https://maimunosato.jp   Email inomata@maumunosato.jp

司法書士　中  村  達  也
司法書士　中  村  祥  平

TEL 0242-28-2187（事務所）
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